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「今後の経済財政運営及び経済社会の 

構造改革に関する基本方針（平成１３年６月２６日）」 

閣議決定（抜粋） 

 

＜新世紀維新が目指すもの － 日本経済の再生シナリオ＞ 

２．構造改革のための７つの改革プログラム 

（経済社会の活性化のために）  

（１）民営化・規制改革プログラム  

 「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、国民の利益の観点に立って、特殊

法人等の見直し、民営化を強力に推進し、特殊法人等向け補助金等を削減する。郵政事業の民営化問

題を含めた具体的な検討、公的金融機能の抜本見直しなどにより、民間金融機関をはじめとする民間部

門の活動の場と収益機会を拡大する。  

 医療、介護、福祉、教育など従来主として公的ないしは非営利の主体によって供給されてきた分野に

競争原理を導入する。国際競争力のある大学づくりを目指し、民営化を含め、国立大学に民間的発想の

経営手法を導入する。また、規制を極力撤廃し、自由な経済活動の範囲をできる限り広げるとともに、消

費者・生活者本位の経済社会システムを実現する。  

（２）チャレンジャー支援プログラム － 個人､企業の潜在力の発揮  

 個人の潜在力を十分に発揮させるために、個人の意欲を阻害しない「頑張りがいのある社会システム」

を構築する。このため、従来の預貯金中心の貯蓄優遇から株式投資などの投資優遇へという金融のあ

り方の切り替えや起業・創業の重要性を踏まえ、税制を含めた諸制度のあり方を検討する。  

 さらに、公正取引委員会の体制を強化し、その機能を充実させるなど、競争環境の積極的な創造や市

場監視の機能・体制を充実させ、競争政策を強力に実施する。市場支配力を有する通信事業者への非

対称規制の前倒し実施、放送、通信の融合を推進する。なお、周波数などの公共資源は、公開入札など

市場原理を活用することも含め、最適な配分方式について検討する。  

 また、IT モデルエリア、IT 教育支援等によって IT 革命を推進する。  

（豊かな生活とセーフティーネットを充実するために）  

（３）保険機能強化プログラム  

 国民一人一人にとってライフステージの各段階にわたる自分の生活と社会保障制度との関わりが分か

るようにする。こうしたことを通じて、「分かりやすくて信頼される社会保障制度」を実現する。このため、IT

の活用により、社会保障番号制導入とあわせ、個人レベルで社会保障の給付と負担が分かるように情

報提供を行う仕組みとして「社会保障個人会計（仮称）」の構築に向けて検討を進める。  

 公的年金については、「人口減少社会」の下で「持続可能で安心できる」制度を構築するとともに、公的

年金及び私的年金の役割分担により、高齢者の生活を総合的に保障する。  

 医療については、医療サービスの標準化、IT を活用した医療情報の開示、医療機関経営の近代化・効

率化などからなる「医療サービス効率化プログラム（仮称）」を推進することなどにより、医療の質を落とさ
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ずにコストを下げ、維持可能な制度とする。  

（４）知的資産倍増プログラム  

 人材大国と科学技術創造立国を実現するために、知的資産を倍増するとの観点から、教育改革を進

めるとともに、ライフサイエンス、IT、環境、ナノテクノロジー・材料の４分野への戦略的重点化を図る。  

 大学教育に対する公的支援については、機関補助に世界最高水準の大学を作るための競争という観

点を反映させる。また、個人支援を重視する方向で、公的支援全体を見直す中で、教育を受ける意欲と

能力がある人が確実にこれを受けられるよう、奨学金の充実や教育を受ける個人の自助努力を支援す

る施策を検討する。民間からの教育研究資金の流入を活発化するため、大学が受ける寄附金・大学が

行う受託研究の充実のための環境整備について、税制面での対応を含め検討する。また、社会人に対

する自己啓発の支援を充実する。  

（５）生活維新プログラム  

 人々が自らのライフスタイルに合わせ、男女が共同して社会に参画し、将来にわたってのびのびと働き

生活できる基盤を整備する。  

 (i)多機能高層都市プログラムの推進により職住近接を可能とする。  

 (ii)「働く女性にやさしい社会」を構築するため、税や社会保障制度の見直しに当たっては、個人単位化

を進めるとともに、雇用に関する「性による差別」を撤廃する。  

 (iii)保育所待機児童をゼロとするプログラムを推進するとともに、放課後児童の受入体制の整備を図る。  

 (iv)バリアフリー化の推進等により、高齢者などが年齢等にかかわりなく働きやすく暮らしやすい環境を

整備する。  

 (v)ごみゼロと脱温暖化の社会づくり、自然との共生などを通じ、地球と共生する「環の国」づくりを推進

する。  

 (vi)国民に安全（人の生命、健康に関わる良質な環境や水と食料などの確保を図るヒューマン・セキュリ

ティ、安全な国土）と治安を確保し、安心して暮らせる社会を保障する。  

（政府機能を強化し、役割分担を抜本的に見直すために）  

（６）地方自立・活性化プログラム  

（地方の潜在力の発揮）  

 「個性ある地方」の自立した発展と活性化を促進することが重要な課題である。このため、すみやかな

市町村の再編を促進する。歳出の効率化を図り、受益と負担の関係を明確化するとの観点に立ち、地方

財政の立て直しを行う。  

 「行政サービスの権限を住民に近い場に」を基本原則として、国庫補助負担金を整理合理化するととも

に、国の地方に対する関与の縮小に応じて、地方交付税制度を見直す。特定の事業について、地方の

負担意識を薄める仕組みを縮小するなど、制度の簡素化を行う。また、地方行財政の効率化などを前提

に、地方税の充実確保により、社会資本整備・社会保障サービス等を担う主体として地方行政の基本的

な財源を地方が自ら賄える形にすることが必要である。  

 水道など地方公営企業への民間的経営手法の導入を促進し、介護福祉、まちづくり、リサイクルなど社

会事業を担う NPO の支援強化など地方の活性化を図る。  

 （地域に密着した産業の活性化等）  

 意欲と能力のある経営体に施策を集中することなどにより、食料自給率の向上等に向け、農林水産業
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の構造改革を推進する。また、地方の活性化のために、都市と農山漁村の共生と対流、観光交流、おい

しい水、きれいな空気に囲まれた豊かな生活空間の確保を通じ「美しい日本」の維持、創造を図ることが

重要である。  

（７）財政改革プログラム  

 巨額の財政赤字を抱えている我が国財政の状況を改善し、21 世紀にふさわしい、簡素で効率的な政

府を作るため、財政の改革に取り組む。  

 特に、資源配分の硬直性を打破するため、例えば公共事業に関しては、特定財源を見直すとともに、

「公共事業」と「非公共事業」の区分にとらわれない配分、弾力的な地域間配分を行う。さらに、政策目標

に照らし、公共事業以外のより適切な政策手段がないか十分に審査する。  

 また、経済社会の状況変化やこれまでの整備状況などを踏まえ、公共事業関係の長期計画について

は、各計画の必要性も含め見直しを行う。  

（略） 

 

第１章 構造改革と経済の活性化 

３．経済の再生 

 経済成長は社会的ニーズに新しい技術が出合うことにより生まれる。21 世紀初頭の我が国は、IT 革命

が進展するなかで、自然との共生、高齢化社会の到来など、出来合いの答えが用意されていない課題

に直面している。これは日本経済にとって大きなチャレンジであるが、同時にこうした高齢化社会への対

応等の社会的ニーズは成長の源泉でもある。社会的ニーズに新しい技術を結びつけるために、市場の

整備など社会的なイノベーションが必要である。  

（１）科学技術創造立国・世界最先端の IT 国家への足固め  

 20 世紀の最後の 20 年間で、機械や工場などの物的な資本は、最も重要な生産要素の座を、特許やノ

ウハウ、経営企画力など無形資産に譲った。付加価値や経済成長を生み出す最も重要な要素は「知識

／知恵」である。21 世紀の日本は、科学技術創造立国及び世界最先端の IT 国家を目指さなければなら

ない。  

 新しいテクノロジーとして、①ライフサイエンス、②情報通信（IT）、③環境、④ナノテクノロジー・材料の４

分野への重点的な研究開発を進める。これら４分野を含め「科学技術基本計画」（平成13 年３月30 日閣

議決定）の着実な実行が必要である。また、こうしたテクノロジーが潜在的能力を最大限に活かし、①循

環型社会の構築／環境の保全、②高齢化社会への対応、③都市の再生など、21 世紀の日本が真に必

要としている社会的ニーズに応えられるよう、重点的な資源配分が行われなければならない。  

 こうした目的のために、民間企業の研究開発や国・大学から民間企業への技術移転を促進するととも

に、新しい技術を活かして事業を起こそうとするベンチャー・ビジネス等の支援に資する環境整備につい

て検討する。  

 ５年以内に世界最先端の IT 国家になるとの目標達成に向け、「e-Japan 重点計画」（平成13 年３月 29

日）及び「e-Japan2002 プログラム」に基づき、重点的かつ戦略的に IT 施策を積極的に推進する。  

（２）人材大国の確立  

 経済社会が大きく変貌し、IT を始め、技術革新も急速な進展を見せるなか、労働力には、柔軟で質の

高い技術、能力が備わっている必要がある。このため、教育全般について、そのあり方を検討する必要
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がある。特に国立大学については、法人化して、自主性を高めるとともに、大学運営に外部専門家の参

加を得、民営化を含め民間的発想の経営手法を導入し国際競争力のある大学を目指す。他方、学生・

社会人に対しては、奨学金の充実や教育を受ける個人の自助努力を支援する施策について検討する。  

 職業能力開発については、IT 教育訓練などの充実を図るとともに、それが十分に活用されるよう、自己

啓発支援等の仕組みを強化する。  

（略） 

第５章 経済財政の中期見通しと政策プロセスの改革 

２．中期的な経済財政計画の策定と予算編成プロセスの刷新 

（２）予算編成プロセスの刷新  

 毎年の予算編成に際しては、まず経済財政諮問会議において経済財政政策全般についての横断的な

検討を行い、重視すべき分野や政策変更の必要性など政策の基本的方向とともに、その時点での景気

動向についての判断などを示す。平成 14 年度については、本「基本方針」が示され、この方針が各省庁

の行う概算要求の準備作業等に反映されることとなる。  

 また、新規に重要性を増し、かつ各省庁にまたがる分野（例えば IT、バイオ、ナノテクノロジー等の先端

的分野、循環型社会、都市再生等）については、有識者の識見等を活用しつつ、内閣が中心になって、

分野ごとの重点等について強力に調整を行い、諮問会議は必要に応じ、こうした作業に方向付けを行う。

これを踏まえ、財務省は具体的な予算編成を行う。  

 さらに、諮問会議は、経済見通し、中期経済財政計画の改定などと並行して、「予算編成の基本方針」

を示し、これに基づいて政府予算の最終的なとりまとめが行われることとなる。こうしたプロセスを通じ、

予算編成の透明性が高められるとともに、メリハリの効いた予算編成が行われるなど予算編成プロセス

を刷新する。  

 なお、年度末に事業が集中しているのではないかといった指摘もあり、各年度における予算執行の段

階においては、事務事業の優先順位を厳しく選択し、年度を通じて計画的・効率的に行っていく必要があ

る。  

（略）  

第６章 平成 14 年度経済財政運営の基本的考え方 

２．平成 14 年度予算 

（３） 重点的に推進すべき分野  

 上記の各章及び「７つの改革プログラム」を踏まえ、以下に掲げる分野で、政策効果が顕著なものにつ

いて、重点的に推進する。  

 ① 循環型経済社会の構築など環境問題への対応  

 ② 少子・高齢化への対応  

 ③ 地方の個性ある活性化、まちづくり  

 ④ 都市の再生－都市の魅力と国際競争力  

 ⑤ 科学技術の振興（ライフサイエンス等の４分野への重点化等）  

 ⑥ 人材育成、教育  

 ⑦ 世界最先端の IT 国家の実現  

 〔注〕戦略的に重要性があり、かつ各省庁にまたがる分野については、有識者の識見等を活用しつつ､
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内閣（総合科学技術会議、IT 戦略本部、都市再生本部等の活用を含む）が中心になって、それぞれの基

本方針に則り、施策の強力な調整を行い、総合的な政策を決定する。  

（略） 

 


